
 

 

議案第３号 

令和８年度埼玉西部消防組合一般会計予算 

令和８年度埼玉西部消防組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０，６８３，９７７千円と

定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」

による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は、５００，０００千円と定める。 

 

  令和８年２月６日提出 

埼玉西部消防組合管理者 谷ケ﨑 照 雄     



第　１　表 歳 入 歳 出 予 算
歳　入

千円

款 項 金　　額

 1 分担金及び負担金 10,183,172

 1 負担金 10,183,172

 2 使用料及び手数料 6,300

 1 使用料 1,562

 2 手数料 4,738

 3 国庫支出金 41,154

 1 国庫補助金 41,154

 4 繰越金 5

 1 繰越金 5

 5 諸収入 12,646

 1 雑入 11,646

 2 預金利子 1,000

 6 組合債 440,700

 1 組合債 440,700

歳 入 合 計 10,683,977



歳　出

千円

款 項 金　　額

 1 議会費 3,162

 1 議会費 3,162

 2 総務費 1,656

 1 総務管理費 1,160

 2 監査委員費 496

 3 消防費 10,190,537

 1 常備消防費 10,190,537

 4 公債費 478,622

 1 公債費 478,622

 5 予備費 10,000

 1 予備費 10,000

歳 出 合 計 10,683,977



 

 

第２表 地方債 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

 千円    

消防ポンプ自動車整

備事業 

98,100 証書借入 

又  は 

証券発行 

5.0％

以内 

政府資金についてはその融

資条件により、銀行その他

の場合にはその債権者と協

議した融資条件による。た

だし、組合財政の都合によ

り据置期間及び償還期限を

短縮し、若しくは繰上償還

又は低利に借換えすること

ができる。 

水槽付消防ポンプ自

動車整備事業 

53,600 〃 〃 〃 

積載車整備事業 

 

10,900 〃 〃 〃 

高規格救急自動車整

備事業 

104,600 〃 〃 〃 

消防救急デジタル無

線設備全部更新事業 

16,900 〃 〃 〃 

消防施設改修事業 

 

156,600 〃 〃 〃 

計 440,700    

 


